
特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

１　男女共同参画推
進月間の実施

男女共同参画推進月間において事
業を集中的に実施する

推進月間において，記念講演会の開催や，
広報紙・ホームページへの特集の掲載，男女
共同参画啓発誌の発行，標語・イラストコン
クールの実施などにより，重点的・集中的に
啓発事業を実施する。

男女共同 ― ― ―
男女共同参画推進月間において啓
発事業を実施（５回）

【課題】
・男女共同参画に関心がなかった市民にも気づき，興味・関心をもっても
らえるような啓発事業の実施
【今後の対応】
・身近な問題やテーマを取り上げながら，今後も男女共同参画推進月間
において，重点的・集中的に事業を展開

「ときめく未来へ参画会
議」の開催回数

１回 １回 １回
「ときめく未来へ参画会議」の開催
（１回）

【参考値】
「ときめく未来へ参画会
議」の参加者数

― 延９３５人 延９７５人
【参考値】
「ときめく未来へ参画会議」の参加
者（延９７５人）

男女共同参画啓発誌「ぱーとなー
しっぷ」の発行と周知

年２回，男女共同参画啓発誌「ぱーとなー
しっぷ」を発行し（各２万部），自治会回覧や，
市立小・中学校，工業団地内企業等に配布・
周知することにより，市民の意識啓発と理解
の促進を図る。

男女共同 ― ― ―
男女共同参画啓発誌「ぱーとなー
しっぷ」の発行（２回）

【課題】
・より効率的・効果的な周知啓発
【今後の対応】
・市民の興味・関心が高いテーマや社会問題などをテーマにした掲載内
容の検討

「男女共同参画推進センターだよ
り」の発行と周知

男女共同参画推進センターの事業紹介など
を行う「男女共同参画推進センターだより」を
発行し，関連施設へ配布する。

男女共同 ― ― ―
「男女共同参画推進センターだよ
り」の発行（２回）

【課題】
・より多くの市民に読んでもらえるような，掲載内容の工夫
【今後の対応】
・市民が興味・関心を持つような内容を検討

広報紙等による情報発信

男女共同参画推進月間，ＤＶ根絶強化月間
などの啓発強化期間を中心に，広報紙や市
ホームページなどの様々な媒体を活用し，重
点的・集中的に情報発信することで，市民の
意識啓発と理解の促進を図る。

男女共同 ― ― ―
広報紙に男女共同参画推進事業
（特集）の掲載（４回）

【課題】
・男女共同参画や事業に関する情報について，より多くの機会を利用し
た情報発信（啓発活動）
【今後の対応】
・広報紙に加え，市ホームページの掲載内容を充実

情報コーナーの設置

情報コーナーにおいて，市男女共同参画事
業や計画等，国・県・他市の男女共同参画に
係る資料，男女共同参画に関る新聞記事の
スクラップ等を紹介し，市民の意識啓発を図
る。

男女共同 ― ― ―
情報コーナーでの男女共同参画に
関する情報の提供（随時）

【課題】
・常に男女共同参画に関する最新の情報を，市民に分かりやすく提供す
ること
【今後の対応】
・様々な媒体を活用した最新情報の収集・提供

啓発イベントの開催
遊び体験，ステージイベント，模擬店，講演，
啓発展示，ＮＰＯ・企業等によるブース展示・
工作体験などを開催する。

子ども未来 ― ― ―
啓発イベント（宮っこフェスタ）の開
催（来場者４６,０００人）

【課題】
・会場が７会場に分散したことに伴い，フェスタとしての統一性が希薄化
したことの解消
【今後の対応】
・会場の選択や会場ごとにテーマを持たせるなど，効果的・効率的な事
業を実施

作品コンクールの実施
絵画・作文・川柳・メッセージ部門で作品を募
集し「家庭の日」の啓発を促す。

子ども未来 ― ― ―
作品コンクールの実施
（応募点数７９７点）

【課題】
・コンクールの認知度の更なる向上，家庭の日啓発を推進
【今後の対応】
・「家庭の日」をイメージしやすくする作品コンクールの優秀作品（絵画，
川柳等）を使用した啓発物品の有効活用，広報活動の更なる強化
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具体的な取組

平成２１年度　第２次男女共同参画行動計画の推進に関する実績評価表（活動指標）

・　網掛け　 は，第２次行動計画の活動指標として定められた取組
・◎は目標値の達成，○は目標値の８割以上達成，△は目標値の６割以上達成，×は目標値の６割未満又は未実施を表す
　(活動指標によっては，年間の目標値で評価）

取組状況(２１年度)

男女共同
男女共同参画を推進する市民団体と実行委
員会を立上げ，課題研究・討議等を開催す
る。

◎

【課題】
・より幅広い年齢層の参加促進
【今後の対応】
・ワーク・ライフ・バランスやファザーリングなど，若い年齢層にも興味・関
心の高いテーマを取り上げながら事業を実施

基本目標Ⅰ　男女共同参画についての理解を深める基盤づくり
１ 男女共同参画の意識づくり

取り組む
べき施策 主管課事業概要

「ときめく未来へ参画会議」の開催

施策・事業

３　男女共同参画に関
する情報提供

２　ときめく未来へ参
画会議の開催

●

４　ふれあいのある家
庭づくり事業の実施

資料３
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特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

市職員向け「男女共同参画ニュー
ス」の発行・周知

庁内ランを利用して職員に対し，男女共同参
画に関する情報提供を行う。

男女共同 ― ― ―
市職員向け「男女共同参画ニュー
ス」による情報提供（２回）

【課題】
・市職員へのより効率的・効果的な周知・啓発
【今後の対応】
・各課業務に共通する問題やテーマを取り上げながら，男女共同参画に
関する周知・啓発を実施

人権研修・ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止
研修の実施

市職員を対象に，人権研修やセクシュアルハ
ラスメント防止研修を実施する。

人事 ― ― ―
人権研修の実施（１回）
セクシュアル・ハラスメント防止研修
の実施（１回）

【課題】
・受講者の更なる拡大，人権やセクハラについての認識を更に高めるこ
と
【今後の対応】
・研修の意義や重要性とともに研修開催をＰＲし，より多くの職員が参加
することにより認識を高める

男女共同参画の視点からの表現ガ
イドラインの周知

庁内ランを利用して職員に対し，「男女共同
参画の視点からの表現ガイドライン」を周知
する。

男女共同 ― ― ― 表現ガイドラインの周知（３回）

【課題】
・表現ガイドラインの掲載内容の充実
【今後の対応】
・具体的事例などを取り上げながら，より分かりやすい表現ガイドライン
となるよう内容を充実

保育士対象の男女共同参画研修
の実施

幼児期から男女共同参画意識を養うため，幼
児に接する保育士の男女共同参画意識を高
める研修を実施する。

男女共同 ― ― ―
保育士向けの出前講座の実施
（１回）

【課題】
・保育士の男女共同参画意識を高めるための効率的・効果的な啓発事
業の実施
【今後の対応】
・保育業務における具体的な事例紹介等，研修内容の充実

男女共同参画推進市民講座（出前
講座）の開催

各種団体や地域等へ出向き，男女共同参画
に関する講座を実施する。

男女共同 ― ― ―
男女共同参画推進市民講座（出前
講座）の開催（７回）

【課題】
・男女共同参画の視点を交えた効果的な出前講座の実施と参加促進
【今後の対応】
・講座の開催周知，市民の興味・関心の高い講座の開催

市民企画型啓発講座の開催
市民団体の企画提案による啓発講座を市民
団体と協働で実施する。

男女共同 ― ― ― 市民企画型講座の開催（３回）

【課題】
・より多くの団体による市民企画型講座の積極的な実施・活用
【今後の対応】
・市民企画型講座の実施・活用促進に向けた団体への積極的な周知

男女共同参画推進講座
の開催回数

５０回 １７回 ３４回
男女共同参画推進講座の開催
（３４回）

【参考値】
男女共同参画推進講座
の参加者数

― ― １,１８４人
【参考値】
男女共同参画推進講座の参加者
（１，１８４人）

男女共同参画社会づくり標語等コ
ンクールの実施

中学１・２年生を対象に男女共同参画社会づ
くり標語・イラストコンクールを実施し，入賞作
品を展示や啓発物品などに広く活用する。

男女共同 ― ― ―
男女共同参画社会づくり標語等コ
ンクールの実施
（作品応募校数１５校）

【課題】
・学校と連携した応募方法や，入賞作品の更なる活用方法の検討
【今後の対応】
・男女共同参画推進週間や月間に入賞作品を展示するなど，展示回数
の増加を検討

若者向けの暴力防止のための啓
発

デートＤＶ防止講座の開催や，デートＤＶ防止
リーフレットの配布などにより，DV未然防止
に向けた若者向けの啓発事業を行う。

男女共同 ― ― ―
市内全成人式会場においてＤＶ防
止リーフレットを配布
（４,６００部）

【課題】
・若い世代にＤＶについての理解促進，早期予防啓発
【今後の対応】
・引続きリーフレットを配布し啓発に努める

具体的な取組 事業概要 主管課 取組状況(２１年度)(

１

)
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目標

５　市職員への啓発

【課題】
・高校生や大学生向けの効果的な啓発手法等の検討
【今後の対応】
・男女の協力について学ぶ機会となる効果的な啓発手法について検討

×
パートナーシップ甲子園
の開催回数

１回

【課題】
・効果的な講座の実施が必要
【今後の対応】
・講座の企画の工夫，参加者が興味をもって参加できるようなＰＲ方法を
検討

―

△

パートナーシップ甲子園（男女共同
参画料理コンテスト）の実施

(

２

)

男
女
共
同
参
画
の
意
識
を
高
め
る
学
習
の
推
進

― ０回
高校生・大学生を対象に男女ペアで協力しな
がら，料理を作る過程を審査する。

男女共同

男女共同

●

男女共同参画に関する各種講座を実施す
る。

男女共同参画推進講座の開催

施策・事業

７　若者への学習機
会の提供

６　男女共同参画推
進講座の開催
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重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価

家庭教育情報誌の発行
回数

２回 ２回 ４回

【参考値】
家庭教育情報誌の発行
部数

― ―
３７,０００

部

家庭教育啓発ビデオの作成と周知
成人式において効果的な啓発を実施するた
めに，映像資料の充実を図る。

生涯学習 ― ― ―
家庭教育啓発ビデオを活用した周
知・啓発（使用箇所数　２５箇所）

【課題】
・啓発ビデオを活用したより効果的な周知・啓発
【今後の対応】
・家庭教育に関する情報や映像資料を収集・参考にしながら，啓発ビデ
オの内容充実に努める

９　家庭教育に関する
学習機会の提供

出前講座の開催
幼稚園，学校，ＰＴＡ等からの要請により，子
育てに必要な知識や技術，親の役割などを
学ぶ講座を実施する。

生涯学習 ― ― ― 親学出前講座の実施（８３回）

【課題】
・多くの保護者に講話等を行うことができる効果的な機会の活用
・家庭教育支援団体や企業等と連携した講座内容の充実
【今後の対応】
・就学時健康診断時などを活用して講話等を実施
・参加者ニーズを的確に捉えるとともに，家庭教育支援団体や企業等と
連携によりプログラム内容を充実

男女共同参画推進市民講座（出前
講座）の開催

市民企画型啓発講座の開催

男女共同参画推進講座の開催

１０　人権（男女平等）
教育の推進

人権（男女平等）教育の推進
様々な人権問題を各教科で取り扱った授業
を実践し，市全体で授業研究会を行う。

学校教育 ― ― ―
人権（男女平等）研修会の実施
（参加者９３人）

【課題】
・研修内容の校内の各教員への周知徹底
【今後の対応】
・校内での研修伝達時間の確保等の推進

男女共同参画教育参考
資料を授業等で活用して
いる学校の割合

１００％ ５４．４％ ５７．４％
男女共同参画教育参考資料を授
業等で活用（活用している学校の
割合　５７．４％）

【参考値】男女共同参画
教育参考資料の配布部
数

ー ５,５４０部 ５,５０４部
【参考値】
男女共同参画教育参考資料の配
布（５,５０４部）

「性教育サポート事業」の実施

中学３年生を対象に，自他の生命尊重，人工
妊娠中絶の現状や心身への影響，心身の成
長，責任ある行動，性感染症などについて産
婦人科医師による講話を行う。

学校健康 ― ― ―
学校における性教育サポート事業
の実施（２５校中２５回）

【課題】
・より今日的な課題をテーマとした講話等の実施
【今後の対応】
・市医師会との事前打合せの充実による講話内容等の充実

市内の小中学校・高等学校において性感染
症やエイズ予防に関する健康教育を実施す
る。

保健予防 ― ― ―
エイズ予防啓発普及活動の実施
（参加者８,２６３人）

【課題】
・幼少期からの系統立てた教育が重要
・学校との事前打ち合わせの充実による性の発達段階に応じた内容の
提供
【今後の対応】
・エイズや性感染症の蔓延防止に向けたエイズや性感染症予防の普及
啓発事業の充実

小・中・高校生を対象とした保健師による性と
いのちの出前講座（健康教育）を実施する。

子ども家庭 ― ― ―
性といのちの健康教育出前講座の
開催（参加者２,４１１人）

【課題】
・学校や教育委員会，関係課との連携強化
【今後の対応】
・連携を図り，より効果的な手法・内容を検討しながら事業を展開

１３　教職員を対象と
した男女平等教育の
研修の促進

人権教育研修会の実施
全小・中学校の人権教育主任を対象とし，県
や市の人権教育の方針，効果的指導法等に
ついて研修する。

学校教育 ― ― ―
人権教育研修会の実施
（参加者９３人）

【課題】
・県や市の方針を踏まえて毎年度，各学校の人権教育推進のための計
画等の見直し・改善等
【今後の対応】
・総合訪問等で各学校の計画を閲覧し，必要に応じて指導・助言

主管課

１２　若者への性教育
の充実

【課題】
・保護者が興味・関心を持ちやすい誌面作り
【今後の対応】
・子どもたちの育ちの問題の中でも，重要な課題となっているテーマを厳
選し，分かりやすい紙面づくりに努める

特記事項取組状況

家庭教育情報誌の発行
（４回，３７，０００部）

◎

目標

男女共同参画教育参考資料「かが
やき」の活用

基本目標Ⅰ　男女共同参画についての理解を深める基盤づくり
２ 男女共同参画の視点に立った教育の推進

小学校低学年までの子どもをもつ保護者に，
小学校や幼稚園，保育所，公共施設等をとお
して，親学情報誌を配布する。

男女共同参画教育参考資料「かがやき」を，
授業や宿題で活用するほか，ゲーム等を交
えながら，「かがやき」の内容の理解を深める
出前講座を実施する。

生涯学習

×

エイズ予防啓発普及活動，性とい
のちの健康教育出前講座の実施

事業概要具体的な取組

家庭教育情報誌の発行・周知

取り組む
べき施策

施策・事業

(

１
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共
同
参
画
の
視
点
に
立

っ
た
家
庭
教
育
支
援

の
充
実

(

２

)

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立

っ
た
学
校
教
育
の
推
進

男女共同●
１１　男女共同参画教
育参考資料を活用し
た教育の実施

６　男女共同参画推
進講座の開催（再掲）

８　家庭教育に関する
意識啓発事業の実施

【課題】
・男女共同参画教育参考資料及び教育出前講座の活用促進
【今後の対応】
・教育出前講座の開催を各学校に積極的に周知し，活用の促進を図る

3



特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

事業所向け出前講座の実施
広報うつのみやや各工業団地，事業者訪問
などで事業者に出前講座の周知を図り，出前
講座を実施する。

男女共同 ― ― ―
事業者向け出前講座の開催
（０回）

【課題】
・事業者向け出前講座開催についての周知
【今後の対応】
・様々な媒体を活用し，効果的に周知

事業所の取組事例集・啓発パンフ
レット等の配布

男女共同参画推進事業者集を発行し，関係
機関や企業等に配布する。

男女共同 ― ― ―
男女共同参画事業者集の配布
（１，０００枚）

【課題】
・企業のワーク・ライフ・バランス取組促進に役立つ情報の提供・内容の
充実
【今後の対応】
・内容を充実させたガイドブック（情報集）の作成

「勤労者向けガイドブック（働くあな
たのサポートガイド）」の作成と配布

勤労者向けガイドブックを作成し，事業者，市
民等に配布する。

商工振興 ― ― ―
ガイドブックの配布
（２，８００冊）

【課題】
・小規模事業所は，法律，制度，各種情報を熟知していない場合がある
ため，周知・活用促進が必要
【今後の対応】
・他の事業とも組み合わせ，効果的に実施

企業啓発セミナーの実施
企業のワーク・ライフ・バランスの取組促進に
向けたセミナーを開催する。

男女共同 ― ― ―
企業啓発セミナーの実施
（１回，参加者４７人）

【課題】
・より多くの参加者を巻き込んだ企業啓発セミナーの開催
【今後の対応】
・企業団体が一堂に会する場所でのセミナー実施や，関係団体との連
携による共同実施の検討
・事業者訪問実施先などへの積極的な開催案内

ワーク・ライフ・バランス意見交換会
の実施

経済団体や男女共同参画事業者表彰受賞
企業等によるワーク・ライフ・バランスを推進
するための手法や課題等について意見交換
会を実施する。

男女共同 ― ― ―
ワーク・ライフ・バランス意見交換会
の実施（１回）

【課題】
・意見交換会で出された課題等の解決するための効率的・効果的な事
業展開
【今後の対応】
・関係課と連携を図りながら，ワーク・ライフ・バランス推進に向けた効率
的・効果的な事業の検討

事業者訪問延べ件数 （延）２５０件 ―
（延）６６

件
事業者訪問の実施
（延６６社）

【参考値】
男女共同参画事業者集
の配布部数

― ― １,０００部
【参考値】
男女共同参画事業者集の配布
（１，０００部）

１６　ワーク・ライフ・バ
ランスに向けた環境
整備支援

ワーク・ライフ・バランスコンサルタ
ントの派遣

ワーク・ライフ・バランスに取り組みたい企業
に対してコンサルタントを派遣し，企業の現状
把握とワーク・ライフ・バランス推進に向けた
助言・指導・改善策提案等を行い，企業にお
ける具体的な取組促進を図る。

男女共同 ― ― ―
 ワーク・ライフ・バランスコンサルタ
ントの派遣（０件）

【課題】
・企業ニーズを踏まえたワーク・ライフ・バランス取組促進のための具体
的な支援の提供
【今後の対応】
・企業における具体的な取組を支援するためコンサルタント派遣を含め
検討

きらり大賞受賞事業者延
べ件数

（延）１４件 （延）４件 （延）６件
きらり大賞受賞事業者表彰の実施
（延６社）

【参考値】
事業者表彰受賞企業の
PR回数

― ３回 ５回
【参考値】
事業者表彰受賞企業のPR
（５回）

推進事業者の認証制度の構築

宇都宮CSR推進委員会によるワーク・ライフ・
バランスなどの取組みに対する評価も取り入
れた認証制度の推進や，認証委員による企
業認証など，「宇都宮まちづくり貢献企業認
証制度」を推進する。

商工振興 ― ― ―
「宇都宮まちづくり貢献企業制度」
認証（認証企業数３２社）

【課題】
・地域に貢献する中小・小規模企業に配慮した，企業認証の仕組みの充
実
【今後の対応】
・外部委員の意見を踏まえた認証制度の充実
・認証委員に対する研修を実施

推進事業者への優遇措置の検討

宇都宮CSR推進委員会による優遇内容検討
（認証盾とマークの付与・ホームページ等に
よる認証企業の広報・低利融資制度の運用
など）により，「宇都宮まちづくり貢献企業」に
対する優遇措置を検討する。

商工振興 ― ― ―
「宇都宮まちづくり貢献企業制度」
認証（認証企業数３２社）

【課題】
・事業所にとって魅力のある優遇措置の検討
・市民にもCSRや認証企業に関心をもってもらえるようにすること
【今後の対応】
・外部委員の意見を聞きながら，さらに魅力のある優遇制度を検討
・市民への啓発事業にも力を入れ，認証企業のイメージアップを図る

(

１

)

 
雇
用
環
境
の
整
備
と
働
き
方
の
見
直
し
の
促
進

男女がともに働きやすい職場づくりに取り組
んでいる事業者を募集・選考し，表彰する。
受賞事業者の取組は，広報うつのみやや男
女共同参画啓発誌「ぱーとなーしっぷ」など
に掲載し，PRを行い，市内事業者への波及
を促す。

１４　事業者向け啓発
事業

男女共同

具体的な取組

市内事業所の事業主や人事部門担当者等と
面談し，ワーク・ライフ・バランスの推進の意
義や重要性について理解を促すとともに，事
業所の取組について実態を把握をする。

目標
事業概要 主管課

△男女共同

【課題】
・より多くの事業者の応募を促進するようなメリットの検討
【今後の対応】
・受賞事業者の取組について，市ホームページやポスター等の各種広
報媒体を活用した積極的なＰＲを実施

取組状況

△
男女共同参画推進事業者表彰（き
らり大賞）の実施と周知

●
１５　事業者訪問の実
施

取り組む
べき施策

基本目標Ⅱ　男女がともに仕事・家庭生活・地域活動などに参画できる環境づくり
３　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）への取組

１７　男女共同参画推
進事業者の顕彰・認
証・優遇

事業者訪問の実施

施策・事業

【課題】
・事業者訪問後のワーク・ライフ・バランス推進に向けた取組状況の把握
【今後の対応】
・アンケート調査の実施により，企業の取組状況を把握
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特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

事業所の取組事例集・啓発パンフ
レット等の配布（再掲）

「勤労者向けガイドブック（働くあな
たのサポートガイド）」の作成と配布
（再掲）

勤労者との意見交換会

勤労者との意見交換会を開催し，ワーク・ライ
フ・バランスの周知を図るとともに，勤労者の
意見を吸い上げ，ワーク・ライフ・バランス推
進における現状やニーズをとらえる。

男女共同 ― ― ―
勤労者との意見交換会の開催
（１回）

【課題】
・意見交換会で出された意見や紹介された取組等を活用した，勤労者・
市民への啓発手法の充実
【今後の対応】
・勤労者・市民の興味や関心が高いテーマや参考になる取組等を厳選
し，啓発誌やホームページなどを活用してPR

延長保育の実施率％ ※１００％ ９９％ ９９％ 延長保育の実施（実施率９９％）

【参考値】
延長保育の利用者延べ
人数

― ―

（公立）
１２,８１４人

（私立）
１０４,９３５人

【参考値】
延長保育の実施（利用者延人数）
（公立）　１２，８１４人
（私立）１０４，９３５人

長時間延長保育の実施
か所数

※１２か所 ３か所 ３か所
長時間延長保育の実施
（実施か所３所）

【参考値】
長時間延長保育の利用
者数

― ― ６,８４８人
【参考値】
長時間延長保育の利用者
（６，８４８人）

特定保育の実施か所数 ※４９か所 ４８か所 ３１か所 特定保育の実施か所（３１箇所）

【参考値】
特定保育の利用者数

― ― １４,３３１人
【参考値】
特定保育の利用者数
(１４,３３１人）

休日保育の実施か所数 ※４か所 １か所 １か所
休日保育の実施
（実施か所１箇所）

【参考値】
休日保育の利用者数

― ― ４９３人
【参考値】
休日保育の利用者（４９３人）

夜間保育の実施か所数 ※２か所 １か所 １か所
夜間保育の実施
（実施か所１箇所）

【参考値】
夜間保育の利用者数

― ― ８６人
【参考値】
夜間保育の利用者（８６人）

病後児保育の実施か所
数

※４か所 ３か所 ３か所
病後児保育の実施
（実施か所３か所）

【参考値】
病後児保育の利用者数

― ― ９８５人
【参考値】
病後児保育の利用者（９８５人）

病気の回復期にある乳幼児を，一時的に病
院等の施設で保育する。

取り組む
べき施策

(

１

)

 
雇
用
環
境
の
整
備
と

働
き
方
の
見
直
し
の
促
進

(

２

)

 
仕
事
と
家
庭
生
活
な
ど
と
の
両
立
支
援
の
推
進

主管課 取組状況
目標

保育

保育

○

保育 ×

×

△

保育

１９　保育所・幼稚園
における多様な保育
サービスの提供

※次世代育成支援行
動計画（H１７－２１）
において定められた
平成２１年度の目標
値

夜間保育の実施

休日保育の実施

病後児保育の実施

延長保育の実施

保育

×

○

保育

事業概要具体的な取組

特定保育の実施
（※２１年度より一時保育から特定
保育に制度変更）

長時間延長保育の実施

通常の保育時間を超えて，保育の実施を希
望する保護者に対し，長時間延長保育を実
施する。
　・長時間延長保育時間　　３時間（午後９時）

通常の保育時間を超えて，保育の実施を希
望する保護者に対し，延長保育を実施する。
　・延長保育時間　　３０分～１時間（午後７
時）

就労・病気・介護等の理由により，月６４時間
以上の保育を必要とする乳幼児の保育を実
施する。

１８　勤労者向け啓発
事業

施策・事業

就労形態が多様化している中，日曜日，祝日
等においても，仕事や病気等のため，家庭で
の保育が困難な児童の保育を実施する。
　・開所日　　日曜日，祝日，年末年始

就労形態の多様化，サービス産業の営業時
間の延長などにより，夜間（午後１０時まで）
保育を実施する。

【課題】
・市民ニーズに対応するため実施園の拡大
【今後の対応】
・民間事業者に対し理解を求めながら，実施園の拡大を図る

【課題】
・市民ニーズに対応するため実施園の拡大
【今後の対応】
・民間事業者に対し理解を求めながら，実施園の拡大を図る

【課題】
・保育の質を保ちながら本事業を実施
【今後の対応】
・多様なニーズに対応しながら，本事業を実施

【課題】
・地域バランスに配慮した実施園の拡大
【今後の対応】
・民間事業者に理解を求めながら，事業拡大を図る

【課題】
・地域バランスに配慮した実施園の拡大
【今後の対応】
・民間事業者に理解を求めながら，事業拡大を図る

【課題】
・地域バランスに配慮した実施園の拡大
【今後の対応】
・医師会等への情報提供や医院への戸別訪問などを通じ，実施施設の
拡大に努める

5



特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

広域入所の実施

増加する保育ニーズなどにより，行政区域を
越えた保育需要に対応するため，近隣市町
村との協議に基づき，市外児童の受入を行
う。

保育 ― ― １７６人 ６４人
広域入所の実施
（利用者数６４人）

【課題】
・関係市町との連携のもと，円滑な広域入所の案内
【今後の対応】
・「保育所広域利用実施要領」に基づく広域入所の受け入れ

事業所内保育施設設置助成事業
の実施

市内に事業所を有する事業主等が新たに設
置する小規模な事業所内保育施設を対象施
設とし，施設の建築費・施設の購入費・遊具
等の購入費等の対象経費の総額に２分の１
を乗じて得た額（ただし，５００万円を上限）を
補助する。

保育 ― ― ― ０か所
事業所内保育施設設置助成事業
の実施（補助対象事業所内保育施
設０箇所）

【課題】
・中小企業団体等への助成活用に向けた効果的なＰＲ
【今後の対応】
・市のホームページ等の掲載及びメディアを活用するほか，中小企業団
体等へのＰＲを積極的に実施

ファミリー・サポート・セン
ター会員数

２,６５０人 １,７００人 １,８５２人
ファミリー・サポート・センターの運
営
（会員１，８５２人）

【参考値】
ファミリー・サポート・セン
ターの援助活動回数

― ― ４,８５６人
【参考値】
ファミリー・サポート・センターの援
助活動回数（４，８５６回）

保育ママ制度の実施

保育士又は看護師の資格を持つ，居宅内等
で保育に欠ける３歳未満の児童の保育を実
施する。
　・開所時間　　８時３０分～午後５時
　・対　　　象　　３歳未満の児童

保育 ― ― ―
保育ママ制度の実施
(認定者数４人)

【課題】
・地域バランスを考慮した実施の拡大
【今後の対応】
・広報紙・ホームページ等を活用した周知，ファミリ－・サポート登録者等
への説明会の実施

一時預かり保育事業の実施
保育所において乳幼児の一時預かり保育事
業を実施する。

保育 ― ― ―
一時預かり保育の実施
（利用者数：保育所型２，１７３人）

【課題】
・専用室確保の義務化に伴い，対応等を検討し，実施園の拡大を図る
【今後の対応】
・増改築時にあわせ，専用室の確保に努めるなど，個別の実情に応じ対
応策について民間事業者と協議を行ないながら拡大を図る

子育てサロンの拡充

地域の子育て家庭の交流の場を提供する子
育てサロンを，基幹型施設（センター型）７箇
所と小規模型施設（ひろば型）５施設におい
て実施する。

保育 ― ― ―
子育てサロンの実施
（１１施設）

【課題】
・在家庭児支援等の充実・強化を図る
【今後の対応】
・ニーズ，実態を踏まえた，効果的な施策の充実・強化

なかよしクラブの実施
心身の発達に遅れがあると思われる幼児と
保護者のための相談や生活指導，遊び，保
育所児との交流等を行う。

保育 ― ― ―
なかよしクラブの実施
（３箇所）

【課題】
・より専門性の高い相談・指導・助言等を行えるよう，保育士の資質向上
が必要
【今後の対応】
・個々に応じた適切な相談指導ができるよう様々な研修等に積極的に参
加

保育所の地域活動の推進
保育所などにおいて，地域住民との世代間
交流，異年齢児交流等事業，育児講座等を
実施する。

保育 ― ― ―
保育所における地域活動の推進
（６０箇所）

【課題】
・地域との連携強化を図る
【今後の対応】
・年々利用者が増加するなど，在家庭の親子にとって有効な事業である
ことから，事業を継続
・地域における様々な行事等に積極的に参画するとともに，保育所での
活動促進等について，効果的な周知に努める

保育所における園庭開放
週に１～２回保育所の園庭を解放し，地域の
親子のあそび場の提供や育児相談を実施す
る。

保育 ― ― ―
保育所における園庭開放の実施
（１６箇所）

【課題】
・民間園での実施状況を把握と実施の拡大
【今後の対応】
・民間事業者に対し理解・協力を求め，実施の拡大に努める

宮っ子ステーション事業での活用

地域の大人たちの持つ多様な経験・技能を
生かして，各小学校区で，放課後，児童に勉
強やスポーツ，文化活動などの体験活動や
交流活動の場を提供する「宮っこステーショ
ン事業」において，男性の持つ経験や技能を
生かす。

生涯学習 ― ― ―

宮っ子ステーション事業における男
性の活動アドバイザーとしての参
加
（男性の参加者数　延２３３人）

【課題】
・全小学校での早期実施や活動の充実に向けた，地域全体で子どもを
育む意識の醸成。
【今後の対応】
・事業への積極的な参加を促すため，放課後子ども教室の活動事例を
発表するなどＰＲ

●

(

２

)

 
仕
事
と
家
庭
生
活
な
ど
と
の
両
立
支
援
の
推
進

取り組む
べき施策

具体的な取組

１９　保育所・幼稚園
における多様な保育
サービスの提供

取組状況主管課

○子ども未来

事業概要

ファミリー・サポート・センター事業
の充実

会員組織のファミリーサポートセンターの運
営

２０　地域における子
育て支援活動の充実

目標施策・事業

【課題】
・柔軟に対応するため，子どもを預かる協力会員の確保。
【今後の対応】
・周知を積極的に行う。
・会員同士の交流を図る。
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特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

介護保険事業の着実な実施

「介護保険制度」の利用方法やサービス内容
について情報提供を行うとともに，訪問介護
や通所介護など，さまざまな介護サービスの
提供を行う。

高齢福祉 ― ― ― 介護保険事業の実施

【課題】
　介護保険制度の理解促進
【今後の対応】
　介護サービスを必要とする人に必要な介護サービスを提供できるよ
う，さらに普及啓発に努める

地域包括支援センターの活用

　市内２５箇所の地域包括センターにおい
て，介護に関する総合相談や，具体的な介護
方法のアドバイスする家族介護教室などを実
施しながら，高齢者やその介護者の支援を行
う。

高齢福祉 ― ― ―
家族介護教室の開催
（４３回）

【課題】
　要介護者を抱える家族等の交流やニーズの把握に努め，要介護者の
状態の維持・改善が図れるよう，介護知識やその技術の習得が必要
【今後の対応】
　市民ニーズに応え，家族介護教室の開催回数を増やすなど充実する

ママパパ学級の開催
保健師・助産師・栄養士を講師とし，妊娠・出
産・育児に関する講話，実習，グループワー
クを実施する。

子ども家庭 ― ― ―
ママパパ学級の開催
（参加者２，７１５人）

【課題】
・夫婦での参加を可能にするため，土日開催の日程確保，プログラムの
見直し
【今後の対応】
・拠点と連携を図り，参加者のニーズに添った教室の運営を行う

父親を楽しむための講座
開催回数

３回 ３回 ３回
父親を楽しむための講座の開催
（３回）

【参考値】
父親を楽しむための講座
の参加者数

― ― ６９人
【参考値】
父親を楽しむための講座の参加者
（６９人）

男性の家事講座の開催
男女共同参画推進センターにおいて，男性の
家庭生活の自立のきっかけづくりになるよう
な企画の講座を実施する。

男女共同 ― ― ―
団塊世代の男性等を対象とした講
座の開催（１回）

【課題】
・男性の家庭生活における自立を促進するための有効な講座の検討が
必要
【今後の対応】
・より多くの男性が参加しやすい講座を実施し，実践に結びつくような働
きかけを実施

啓発イベントの開催

作品コンクールの実施

家庭教育情報誌の発行・周知

家庭教育啓発ビデオの作成と周知

９　家庭教育に関する
学習機会の提供
（再掲）

出前講座の開催

みやシニア活動センター事業の実
施

団塊世代を中心とするシニア世代の持つ，豊
かな知識や経験を生かすことで，第2の人生
を健康でいきいきと暮らすことができるよう支
援する。

高齢福祉 ― ― ―

セカンドライフ支援講座の開催
（２２回）
シニア世代の地域デビュー講座
（３回）

【課題】
　魅力ある企画事業を立案・実施
【今後の対応】
　利用者や市民へのアンケートを実施し，シニア世代のボランティア等の
社会参加意欲を高めるための新規事業を検討

うつのみや地域教育メッセの実施
（人財かがやき支援事業の実施）

　技術や知識を持った市民が，指導者等とし
て地域活動に参画するきっかけづくりや，地
域で教育活動を行っている者とのマッチング
を図るためのイベントを開催する。

生涯学習 ― ― ―
うつのみや地域教育メッセの開催
（出展団体３５団体）

【課題】より多くの出展団体や来場者が参加し，交流が深まるよう事業の
充実を図る。
【今後の対応】地域人材育成の視点を取り入れながら，より参加しやす
い事業の実施の検討や広報紙などの周知により出展団体や来場者を
増加させ活発な交流を図る

宮っ子ステーション事業での活用
（再掲）

女性の視点を反映した防災（災害
復興を含む）活動の促進

防災（災害復興を含む）活動への女性の参画
を促進するため，自主防災会や防災訓練の
場を活用し，女性の視点の重要性について
意識啓発を行う。

男女共同 ― ― ―
自主防災会や防災訓練における意
識啓発（０回）

【課題】
・効果的な意識啓発の検討
【今後の対応】
・国のアドバイザー派遣制度を活用した講座の検討

自治会活動における男女共同参画
の促進

班長，役員等の活動者の奨励や，自治会活
動や事業等に女性の参加・参画を啓発し，活
動の場を提供する。

みんまち ― ― ― 単位自治会長の女性（２１人）

【課題】
・女性が自治会活動に更に参画できるような働きかけ
【今後の対応】
・今後とも宇都宮市自治会連合会を通じて女性の積極的な登用が行え
るよう意識啓発を継続

４　ふれあいのある家
庭づくり事業の実施
（再掲）

施策・事業

０回
地域活動促進講座の開
催回数

２回 ―

２１　高齢者等の介護
支援の充実

●

(

２

)

 
仕
事
と
家
庭
生
活

な
ど
と
の
両
立
支
援
の
推
進

取り組む
べき施策

(

３

)

家
庭
生
活
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

●

８　家庭教育に関する
意識啓発事業の実施
（再掲）

２２　男性の家庭生活
への参画促進事業

(

４

)

 
地
域
活
動
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

×

◎男女共同

主管課
目標

男女共同 ―

【課題】
・家庭参画促進につながる実践的かつ有効な講座の実施
【今後の対応】
・ファザーリングをさらに広め，日常での取組みにつながるよう，手法を
検討しながら事業を実施

【課題】
・男性の地域活動促進につながる効果的な講座の実施
【今後の対応】
・他課における同種事業との整合を図りながら，効率的・効果的に実施

取組状況

ファザーリング（父親であることを楽
しむ生き方）の推進

特に幼い子を持つ父親を対象に，宮っこフェ
スタにおけるファザーリング事業，父子チャレ
ンジ講座，父と子の心にのこる一言コンクー
ルなどの啓発事業を実施する。

事業概要具体的な取組

２４　女性の視点を反
映した地域づくりの促
進

２３　男性の地域活動
への参加・参画促進

地域活動促進講座の開催
男性の地域活動参加を促進するための講座
を実施する。
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特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

まちづくり講習会の開催
まちづくり活動の大切さ，必要性，具体的な
手法を学習体験できる場として講習会を開催
する。

みんまち ― ― ―
まちづくり講習会の女性参加
（延２３人）

【課題】
・女性の更なる参加促進
【今後の対応】
・講座内容等の充実を図るとともに，成果を活動に結びつけられる仕組
みを検討

ボランティア養成講座の開催
DV被害者支援ボランティア養成講座を実施
する。

男女共同 ― ― ―
DV被害者支援ボランティアの活用
（６回）

【課題】
・養成したボランティア団体との連携による事業実施
【今後の対応】
・DV根絶強化月間における啓発事業等の実施において，今後も協働で
実施

再就職準備セミナーの開
催回数

２回 １回 ５回 再就職準備セミナーの開催（５回）

【参考値】
再就職準備セミナーへの
参加者数

― ― １０９人
【参考値】
再就職準備セミナーへの参加者数
（１０９人）

マザーズサロンとの就職情報の連
携

センター内にチャレンジコーナーを設け，求人
情報や就職のための情報を提供する。

男女共同 ― ― ―
ハローワークの新着求人情報の提
供（４０回）

【課題】
・再就職等の情報を提供していることを対象者に対して更に周知が必要
【今後の対応】
・対象者に，より多くの就職情報や関連情報を様々な手法で周知

再チャレンジ相談の実施
男女共同参画推進センターにおいて，定期的
にキャリアカウンセラーによる相談を実施す
る。

男女共同 ― ― ―
再チャレンジ相談会の実施
（６回，２０人）

【課題】
・相談日時が限定されているため，全ての希望日時への対応が困難
【今後の対応】
・他の関係機関と連携による相談者の希望により沿った対応
・相談内容の多い項目については，アドバイス内容をチャレンジ事例集
などを活用しながら周知

再就職活動時の託児の実施
再チャレンジ相談や再就職準備セミナー受講
時に，託児を実施する。

男女共同 ― ― ―
再就職支援事業において託児を実
施（実施した割合１００％）

【課題】
・子育て中の再就職希望者に気軽に参加してもうため，セミナー開催等
実施の際の託児について広く周知
【今後の対応】
・無料で託児を実施していることを子育て中の再就職希望者に広報し，
セミナー等の参加を促進

２７　女性の起業支援 宇都宮ベンチャーズの運営

起業家支援施設「宇都宮ベンチャーズ」の運
営や，宇都宮ベンチャーズ入居企業への支
援，起業家育成セミナーや，起業家同士の情
報交換の場である交流サロンなどを開催す
る。

産業政策 ― ― ―
起業家支援講座・交流サロンの開
催（１１回）

【課題】
・男性参加者が圧倒的にが多いことから，より女性が参加しやすくなるよ
うな事業の実施
【今後の対応】
・女性起業家へのPRを通して女性の参加者を増やし，市内の起業家同
士が交流しやすい雰囲気の講座を開講

審議会等委員の女性の
割合

３０.０％ ２３.５％ ２４.２％
各種審議会等への女性登用に関
するＰＲ（審議会等委員の女性の
割合 ２４．２％）

【参考値】
審議会等委員に女性を登
用している審議会等の割
合

― ７５.５％ ７０.０％
【参考値】
審議会等委員に女性を登用してい
る審議会等の割合（７０．０％）

家族経営協定の締結促進

家族経営協定の締結促進のため，「うつのみ
や農委だより（きずな）」によるＰＲ，家族経営
協定推進会議（各関係機関調整会議）の開
催，農家への個別訪問による家族経営協定
の啓発・推進，家族経営協定書交付式の実
施などを行う。

農業委員
会事務局

― ― ―
農家個別訪問（３４戸，家族経営協
定数316件）

【課題】
・家族経営協定について，農家への更なる理解浸透
【今後の対応】
・農業委員や，うつのみや農委だより「きずな」の活用により，農家への
周知を行い，理解度の向上を図る

リーダー養成講座の開催
回数

２回 １回 ２回 リーダー養成講座の開催（２回）

【参考値】
リーダー養成講座の参加
者数

― ― ６６人
【参考値】
リーダー養成講座の開催参加者数
（６６人）

取り組む
べき施策

(

４

)

 
地
域
活
動
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
の
促

進

(

５

)

 
女
性
の
多
様
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
へ
の
支
援

施策・事業
主管課

審議会等委員への女性の登用促
進

２５　地域活動の担い
手育成

女性のための再就職準備セミナー
の開催

具体的な取組

リーダー養成講座の開催
２９ 女性の人材育成
と活用

２８　女性の政策・方
針決定過程への参画
促進

●
２６　女性の再就職支
援

○

【課題】
・講座による養成後の人材活用
【今後の対応】
・男女共同参画事業への積極的な参加を促し，継続的に育成する

取組状況

◎

◎

目標
事業概要

市の審議会や委員会への女性委員の割合を
高め，男女がともに政策や方針に参画できる
よう，公募委員の募集の周知や，女性の登用
のための積極的な働きかけを庁内関係各課
に積極的に行う。

市内で活躍する女性リーダーを育成するた
め，女性リーダー養成講座を開催する。

【課題】
・各団体からの委員推薦や，特定の専門分野において女性の割合が少
ないことなどにより，女性委員の登用が進まない分野への働きかけ
【今後の対応】
・関係各課に対し，２１年度審議会等における女性登用状況調査結果を
周知するとともに，必要に応じて女性登用の意義等について話し合いの
場を設けるなど，女性登用に関する理解促進を図る。

【課題】
・再就職活動に一歩を踏み出すためのきっかけづくり
【今後の対応】
・セミナーを受講した女性が自信をもって再就職活動に取り組むことがで
きるようなスキルや情報を習得する講座を実施

男女共同

男女共同

男女共同
行政経営

再就職に必要なスキルや情報を習得するセ
ミナーを実施する。

8



特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

海外研修への派遣
栃木県主催の海外研修（次世代人材づくり事
業）に市民を派遣する。

男女共同 ― ― ― 海外研修への派遣（０人）

【課題】
・時代に即した人材育成事業の実施
【今後の対応】
・２２年度は派遣事業を継続し，その後，栃木県の動向を踏まえ対応を
検討

各分野での活用促進

審議会等委員の募集情報を提供し，公募委
員への募集を働きかけたり，ときめく未来へ
参画会議の実行委員への登用や各種イベン
ト等への参加促進など，能力の活用を積極
的に行う。

男女共同 ― ― ―
各種審議会等への女性登用に関
するＰＲ（１回）

【課題】
・政策・意思決定過程への女性の参画促進
【今後の対応】
・女性を登用していない審議会等を設置している各課に出向き，女性登
用の意義や重要性について説明

女性のチャレンジ事例集の発行
身近な女性の多様なチャレンジの事例を集
めた「女性のチャレンジ事例集」を発行し，関
連施設へ配布する。

男女共同 ― ― ―
女性のチャレンジ事例集の発行
（１，０００部）

【課題】
・より充実した事例集になるよう検討が必要
【今後の対応】
・様々な業種や分野への身近なチャレンジ事例を取り上げることにより，
事例集を充実

特記事項
重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

講座・講演会の開催
ＤＶへの理解を促進するための講座・講演を
実施する。

男女共同 ― ― ― 講座・講演会の開催回数（３回）

【課題】
・より多くの市民にDV防止や女性の人権尊重について周知啓発ができ
るよう効果的な事業の実施
【今後の対応】
・自主講座や出前講座の積極的な実施やPR

リーフレットなどによる啓発
男女共同参画情報誌や広報うつのみや，女
性に対する暴力防止のリーフレットなどにより
啓発する。

男女共同 ― ― ― リーフレットなどによる啓発

【課題】
・DV防止に向けて，より効率的・効果的な啓発事業の実施
【今後の対応】
・DV根絶強化月間における重点的・集中的な啓発事業の実施や，メディ
アへの積極的なプレスリリースを実施

若者向けの暴力防止のための啓
発（再掲）

ＤＶ根絶強化月間におけ
る啓発事業数

３事業 ― ６事業
ＤＶ根絶強化月間における啓発事
業の実施（６事業）

【参考値】
街頭キャンペーンにおけ
る啓発物品の配布数

― ― １,２００枚
【参考値】
街頭キャンペーンにおける啓発物
品の配布数（１，２００枚）

(

５

)

 
女
性
の
多
様
な
チ
ャ
レ
ン

ジ
へ
の
支
援

取り組む
べき施策

取り組む
べき施策

施策・事業

(

１

)

女
性
に
対
す
る
暴
力
防
止
の
た
め
の
啓
発

３０　女性に対する暴
力防止のための啓発

３１　DV根絶強化月
間の実施

●

２９ 女性の人材育成
と活用

具体的な取組

基本目標Ⅲ　男女が互いを尊重し大切にする社会づくり
４　女性に対する暴力根絶への取組

施策・事業

具体的な取組

取組状況

取組状況主管課

主管課
目標

うつのみやDV根絶強化月間（１１月）におい
て，街頭キャンペーンの実施や啓発パネルの
展示，DＶ相談窓口周知ステッカーの貼付，
DV根絶のための啓発講座の開催，広報紙に
よる啓発など，重点的・集中的に啓発事業に
取り組む。

事業概要

事業概要

【課題】
・ＤＶ被害についてより多くの市民に認識してもらえるような啓発事業の
実施
・ＤＶ被害者へのより効果的な相談窓口の周知
【今後の対応】
・ＤＶ根絶強化月間において，民間団体等と連携しながら，街頭キャン
ペーンなど様々な手法で啓発事業を実施
・ＤＶ防止ステッカーの貼付やＤＶ相談カードの配布など周知方法を工夫

男女共同

目標

ＤＶ根絶強化月間中の啓発 ◎
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特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

３２　配偶者暴力相談
支援にかかる基本計
画の策定と推進

ＤＶ対策基本計画の策定

配偶者からの暴力の防止，緊急時の安全確
保，被害者の自立支援等の施策を総合的か
つ一体的に推進するため，ＤＶ対策基本計画
を策定する。

男女共同 ― ― ― 平成２１年３月に策定済

【課題】
・計画の着実な推進
【今後の対応】
・関係機関・関係各課と連携を図りながら，DVの予防啓発，相談，被害
者の安全確保，自立支援など総合的なDV対策を実施

配偶者暴力相談支援センターの設
置と相談の充実

配偶者暴力相談支援センターを設置し，DV
被害者の相談支援体制を充実する。

男女共同 ― ― ―

・平成２０年４月に女性相談所にお
いて配偶者暴力相談支援センター
業務を開始
・DV相談，一時保護・保護命令制
度等の助言や支援に取り組む

【課題】
・困難な事例にも，より適切な助言や支援を行えるよう相談員の資質向
上
【今後の対応】
・相談員の専門研修会への派遣や，スーパーバイザーによる研修の実
施などにより，相談員の資質を向上

配偶者暴力相談支援センターの周
知

相談先周知用パンフレットの配布や相談先周
知用ステッカーの貼付などにより相談窓口を
周知する。

男女共同 ― ― ―
周知用リーフレットの配布
（５，９３５枚）

【課題】
・どこに相談してよいかわからない被害者に，安心して相談できる窓口
があることを周知
【今後の対応】
・ＤＶ根絶強化月間の他，スクールカウンセラー・民生委員等の研修など
様々な機会を活用して，相談窓口を周知

相談員の質の向上
国，県等の開催する研修や国のアドバイザー
派遣制度を活用し，相談員の資質の向上に
努める。

男女共同 ― ― ―
スーパーバイザーによる研修会の
実施（１回）

【課題】
・被害者が抱える個々の事案に応じて，適切な助言や支援を行えるよう
相談員の資質を向上
【今後の対応】
・相談員の専門研修会への派遣や，スーパーバイザーによる研修を実
施

外国人被害者への適切な対応
国際交流プラザなどの関係機関と連携し，外
国人のDV被害者の相談に適切に対応する。

男女共同
国際交流

― ― ― 外国人のDV相談（９件）

【課題】
・外国人被害者からの相談に対する適切な相談対応
【今後の対応】
・国際交流プラザとの連携による，通訳者を介した相談体制を整備

女性のためのカウンセリ
ング実施回数

３５回 ２３回 ２５回
女性のためのカウンセリング実施
（２５回）

【参考値】
女性のためのカウンセリ
ングを受けた人数

― ５２人 ５０人
【参考値】
女性のためのカウンセリングを受け
た人（５０人）

女性のための法律相談の実施
女性の弁護士により月１回（４枠）法律相談を
実施する。

男女共同 ― ― ―
女性のための法律相談の実施
（４７回）

【課題】
・法的な支援が必要な相談者に対する適切な対応
【今後の対応】
・離婚，DV被害，相続などの諸問題に悩む女性の問題の解決のため，
女性のための法律相談を実施

DV被害者支援ボランティアによる
支援

DV根絶強化月間中に，DV被害者支援ボラン
ティアと連携して，DV防止啓発活動事業を行
う。

男女共同 ― ― ―
ボランティアと連携によるDV防止啓
発事業の実施（６回）

【課題】
・市民にDV被害に対する理解を深めるため，DV被害者支援ボランティア
養成講座を受講したボランティアとの協働によるＤＶ防止活動が必要
【今後の対応】
・DV被害者支援ボランティア養成講座を受講したボランティアと協働によ
り，ＤＶ防止啓発事業を実施

講座・講演会の開催

リーフレットなどによる啓発

若者向けの暴力防止のための啓
発

(

２

)

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
へ
の
支
援
体
制
の
強
化

取り組む
べき施策

３３　配偶者暴力相談
支援センターの設置と
機能の充実

●

施策・事業

３０　女性に対する暴
力防止のための啓発
（再掲）

具体的な取組

【課題】
・心理的ケアが必要な相談者に対する適切な対応
【今後の対応】
・今後も，DV被害者を含め,様々な悩みを持った女性を心理的に支援す
るため女性のためのカウンセリングを実施

女性のカウンセラーによるカウンセリングを実
施する。

事業概要 取組状況
目標

△

主管課

男女共同
女性のためのカウンセリングの実
施
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特記事項

重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

●
３１　DV根絶強化月
間の実施（再掲）

ＤＶ根絶強化月間中の啓発事業の
実施

民間シェルターとの連携

ＤＶ被害者支援における連携を図るとともに，
DV被害者の緊急一時保護及び相談支援を
実施している民間シェルターに対し，運営費
補助金や自助グループ事業補助金などの助
成を行う。

男女共同 ― ― ―
民間シェルターへの入所
（入所：大人１６人，子ども１５人）

【課題】
・官民が協働でＤＶ対策に取り組み，互いの特性を活かしながら，被害
者に継続的で質の高い支援を行うこと
【今後の対応】
・民間団体が行う民間シェルターやステップハウスの運営，自助グルー
プ事業に対する一体的な助成を行うとともに，ＤＶ防止啓発や被害者支
援事業等において連携を深める

DV対策関係機関ネットワーク会議
による連携

年２回の会議を開催し，関係機関の相談状
況や扱った事案について情報交換を行い，連
携を深める。

男女共同 ― ― ―
DV対策関係機関ネットワーク会議
の開催（２回）

【課題】
・関係機関との連携により，情報を共有することで，被害者に対し的確で
迅速な対応ができるようにすること
【今後の対応】
・年２回の会議を開催し，関係機関の相談状況や扱った事案について情
報交換を行い，連携を深める

宇都宮市DV防止庁内連絡調整会
議の運営

年２回の会議のほか，事案検討が必要なとき
に随時会議を行う。

男女共同 ― ― ―
宇都宮市DV防止庁内連絡調整会
議の開催（２回）

【課題】
・関係部署との連携により，情報を共有することで，被害者に対し的確で
迅速な対応ができるようにすること
【今後の対応】
・年２回の会議の他，事案検討が必要なときに随時会議を開催

特記事項
重
点

施策・事業名 活動指標
目標値

（２４年度）
計画策定時
（１９年度） ２１年度 評価 課題・今後の対応

がん検診の実施
個別健診及び集団健診を実施し，前立腺・婦
人がんを早期に発見する。

健康増進 ― ― ―
前立腺・子宮・乳がん検診の実施
（受診者総数３９,９５９人（暫定数））

【課題】
・受診者数は低い状況にあることから，更なる受診者数及び受診率の向
上を図ることが必要
【今後の対応】
・健診体制の整備や継続受診へとつなげる啓発活動を検討

女性の健康力アップ事業

女性特有の疾患の予防や，ライフステージに
応じた健康づくりを実践していくため，各種講
座やピンクリボンキャンペーンなどに取り組
む。

健康増進 ― ― ―
・女性の健康力アップ講座の開催
（1回，参加者61名）
・ピンクリボンキャンペーンの実施

【課題】
・子宮がん・乳がん患者が増加防止のため，自己触診の啓発や検診受
診勧奨を行い，早期発見・早期治療できるようにすること
・市民が自らの健康に照らし合わせ，問題解決のための適切な行動をと
れるようにすること
【今後の対応】
・女性を中心とした多くの市民に対して，子宮がん・乳がんの早期発見・
早期治療に関する正しい知識の普及啓発に努めるとともに，女性の健
康管理についても的確な情報を提供できるよう，講演会や普及啓発イベ
ントを継続的に実施

ママパパ学級の開催（再掲）

妊婦健康診査の実施

妊婦に母子健康手帳交付時に受診票（１４回
分）を交付し，医療機関で健診（保険診療外）
を受診する際の費用の一部を公費で負担す
る。

子ども家庭 ― ― ―
妊婦一般健康診査の実施
（利用率７９．８％）

【課題】
・妊娠中の健康管理を適正にできるようにしていくため，利用率の向上
【今後の対応】
・今後も妊娠届時に定期的な受診を勧奨するとともに，市民へ助成拡充
について周知

不妊に悩む人への支援

  特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受
けた法律上の婚姻をしている夫婦に対して，
治療費の一部を助成する。
  助成金額：１年度あたり１回上限２５万円
　通算５年間助成　年度２回まで。

子ども家庭 ― ― ―
特定不妊治療費助成
（申請４３５件）

【課題】
・所得の制限や助成対象治療の限定があり，多くの子どもを望む家庭が
子どもを持てるよう制度の拡充を図ること
【今後の対応】
・国の動向を探りながら，現行制度の周知徹底

「性教育サポート事業」の実施

エイズ予防啓発普及活動，性とい
のちの健康教育出前講座の実施

具体的な取組

基本目標Ⅲ　男女が互いを尊重し大切にする社会づくり
５　男女の生涯にわたる健康づくり

３４　関係機関との連
携

(

１

)

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
健
康
支
援

取り組む
べき施策

施策・事業

１２　若者への性教育
の充実（再掲）

●

(

２

)

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
へ
の
支
援
体

制
の
強
化

取り組む
べき施策

施策・事業

男女共同

主管課
目標

主管課

夫婦で聴く健康講座の開催

３５　男女の年代ごと
の健康支援

具体的な取組

【課題】
・パートナーの健康を理解するきっかけづくりとなるような講座の開催
【今後の対応】
・男女の身体的特質を踏まえた健康支援講座等の実施

夫婦お互いの健康についての講話や健康な
体づくりなど，夫婦で聴く健康講座を実施す
る。

事業概要

事業概要 取組状況

夫婦で聴く健康講座の開
催回数

―２回 ― ０回 ×

目標
取組状況
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